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兵 庫 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準  

 

1. 目 的  

兵 庫 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準

と は 、 兵 庫 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 が 定 め る 兵 庫 県 後 期 高

齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基 本 方 針 （ 以 下 「 監 査 委

員 基 本 方 針 」 と い う 。） に 基 づ き 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 等 を 実 施 す る た

め に 適 用 範 囲 に お け る 共 通 の 基 準 と して 具 体 的 な 遵 守 事 項 及 び 判 断 基

準 を 定 め た も の で あ る 。  

2. 適 用 範 囲  

本 対 策 基 準 が 適 用 さ れ る 範 囲 は 兵 庫 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約

（ 平 成 19 年 １ 月 17 日 兵 庫 県 指 令 市 振 第 2297 号 ） 第 16 条 第 ２ 項 に 規

定 す る 監 査 委 員 と す る 。  

3. 組 織 体 制  

適 切 に 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 推 進 ・ 管 理 す る た め 、 兵 庫 県 後 期 高

齢 者 医 療 広 域 連 合 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準 （ 平 成 19 年 6 月 25 日 制

定 。 以 下 「 対 策 基 準 」 と い う 。） に 規 定 す る 組 織 に 権 限 と 責 任 を 委 任 す

る 。  

4. 対 策 基 準 の 準 用  

監 査 委 員 基 本 方 針 に 規 定 す る 対 策 等 を 実 施 す る た め に 必 要 と な る 、

具 体 的 な 遵 守 事 項 及 び 判 断 基 準 等 に つ い て は 、 対 策 基 準 の 例 に よ る 。  

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 対 策 基 準 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  


